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　本事業により、森林の保全管理が図られており、今後も引き続き福岡市内の森林の有
する多面的機能を持続的に発揮させていく必要があるため、終期を延期するもの。

補助金の終期

【対象活動・経費及び交付単価】
(1)活動組織が行う以下の活動に要する経費（人件費、燃油代、保険、賃借料、消
耗品等）

①活動推進費 38,000円（年度ごとの交付）
②地域活動型（森林資源活用）

　1ha当たり　120,000円（初年度）、116,000円（2年目）、112,000円（3年目）
③地域活動型（竹林資源活用）

　1ha当たり　332,000円（初年度）、304,000円（2年目）、276,000円（3年目）
④複業実践型

　1ha当たり　191,000円（初年度）、176,000円（2年目）、162,000円（3年目）
　安全衛生装備　定額

⑤機能強化 1m当たり 800円
⑥関係人口創出・維持 　活動組織ごとに年間当たり 50,000円
⑦資機材等整備

 購入額の1/2以内（一部の資機材は1/3以内）

令和10

終期を延長する
理由

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

　地域協議会（福岡県森林組合連合会）を通して以下の活動を行う３団体に交付金を交付。
〔主な活動内容〕
・枯れ木、倒木の処理、林床の片付け
・枯れ竹整理、竹林整備
・間伐、雑木伐採、草刈り、作業通路整備　等

当該年度

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

　本交付金の事業実施主体である地域協議会が公募を行っているため。

□ 団体
里山林活性化による多面的機能
発揮対策実施要領に定める地

域協議会
区分

農林水産局総務農林部森づくり推進課
（ＴＥＬ　711-4846　）

担当課
（連絡先）

補助金名 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 □ 非公募
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交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

3

□ 定額
□ 定率

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】
　本交付金の交付を受けて事業を実施する主体は地域協議会（福岡県森林組合連合会）であり、
同協議会から活動組織に対し本交付金を交付するものとされており、国、県、市が各負担割合に
応じて地域協議会に交付金負担額を交付するもの。
　〔交付金負担割合〕　国・・・3/4、県・・・地方負担分（1/4）のうち3/8、市・・・ 地方負担分（1/4）の
うち5/8

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 2

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。
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経過年数

423

地域住民等で構成された活動組織による森林の保全管理などの取組みを支援すること
により、森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させていくことに寄与する。
  国の「里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金」のうち地方負担分の一部を
負担するものであり、里山林等において活動組織が行う「森林資源活用」、「竹林資源活
用」等の里山林の保全管理や森林資源を利用するための活動に対する支援を行う。

回

補助金交付
による効果

　里山林をはじめとする森林の適切な保全管理により、森林の持つ多面的機能の持続
的な発揮に寄与している。また、地域住民が森林所有者等と協力して里山林保全等の
活動に取組むことにより山村地域の活性化につながっている。

前々々年度


